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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの身体の表面に接触させるための複数の電極と、
　前記電極を用いて前記ユーザの全身の体組成値および部位別の体組成値を算出するため
の第１の算出手段と、
　前記全身の体組成値に対する前記部位別の体組成値の比を表わす部位別比率を算出する
ための第２の算出手段と、
　算出された前記部位別比率に関する評価指標を表わす部位別評価指標を算出するための
評価手段と、
　表示部に、前記部位別評価指標を含む情報を表示するための出力処理手段と、を備え、
　前記部位別評価指標は、前記部位別比率の高さを表わす高低レベルを含み、
　前記出力処理手段は、前記表示部に、人体を模式的に表わした人体マークを表示し、か
つ、部位のうち、算出された前記高低レベルが平均よりも高い部位または低い部位に対応
する、前記人体マークにおける位置を、他の位置と識別可能に表示する、体組成計。
【請求項２】
　前記出力処理手段は、前記部位別評価指標と関連付けて、前記全身の体組成値に関する
全身情報を前記表示部に表示する、請求項１に記載の体組成計。
【請求項３】
　前記全身情報は、前記全身の体組成値、および、前記ユーザの性別を含む身体属性にお
ける前記全身の体組成値の評価指標のうち、少なくともいずれか一方を含む、請求項２に
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記載の体組成計。
【請求項４】
　前記出力処理手段は、算出された前記部位別比率を前記表示部に表示する、請求項１～
３のいずれかに記載の体組成計。
【請求項５】
　測定者の身体属性ごとに、部位別比率の高さを表わす各高低レベルと、部位別比率との
関係を特定するための特定情報を予め記憶するための記憶手段を、さらに備え、
　前記評価手段は、
　前記特定情報と、前記ユーザの身体属性と、算出された前記部位別比率とに基づいて、
前記算出された部位別比率に対応する前記高低レベルを算出する、請求項１～４のいずれ
かに記載の体組成計。
【請求項６】
　前記特定情報は、全ての年齢属性を対象とした前記高低レベルを記憶した第１のテーブ
ルと、年齢属性ごとの前記高低レベルを記憶した第２のテーブルとのうち少なくともいず
れか一方を含む、請求項５に記載の体組成計。
【請求項７】
　前記部位は、腕部、体幹部および脚部を含む、請求項１～６のいずれかに記載の体組成
計。
【請求項８】
　前記評価手段は、年齢属性ごとの部位別比率の分布を表わす分布テーブルと、前記算出
された部位別比率とに基づいて、前記算出された部位別比率がどの年齢属性に相当するか
を示す年齢指標を、前記部位別評価指標として算出する、請求項１～７のいずれかに記載
の体組成計。
【請求項９】
　前記算出された部位別比率の情報をサーバに送信するための通信手段をさらに備え、
　前記通信手段は、前記サーバより、前記ユーザの体組成の付き方のバランスと近い人物
についての情報を受信し、
　前記出力処理手段は、前記通信手段により受信された情報を前記表示部に表示する、請
求項１～８のいずれかに記載の体組成計。
【請求項１０】
　記憶部と表示部とを備えたコンピュータにおいて実行される、体組成の測定結果を出力
するための方法であって、
　前記記憶部に記憶された全身の体組成値に対する、前記記憶部に記憶された部位別の体
組成値の比を表わす、部位別比率を算出するステップと、
　算出された前記部位別比率に関する評価指標を表わす部位別評価指標を算出するステッ
プと、
　前記部位別評価指標を含む情報を、前記表示部に表示するステップとを備え、
　前記部位別評価指標は、前記部位別比率の高さを表わす高低レベルを含み、
　前記表示するステップでは、
　前記表示部に、人体を模式的に表わした人体マークが表示され、かつ、部位のうち、算
出された前記高低レベルが平均よりも高い部位または低い部位に対応する、前記人体マー
クにおける位置は、他の位置と識別可能に表示される、測定結果出力方法。
【請求項１１】
　体組成の測定結果を出力するための方法を、コンピュータに実行させるための測定結果
出力プログラムであって、
　前記方法は、
　全身の体組成値に対する部位別の体組成値の比を表わす部位別比率を算出するステップ
と、
　算出された前記部位別比率に関する評価指標を表わす部位別評価指標を算出するステッ
プと、



(3) JP 5239999 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

　前記部位別評価指標を含む情報を、表示するステップと、を備え、
　前記部位別評価指標は、前記部位別比率の高さを表わす高低レベルを含み、
　前記表示するステップでは、
　人体を模式的に表わした人体マークが表示され、かつ、部位のうち、算出された前記高
低レベルが平均よりも高い部位または低い部位に対応する、前記人体マークにおける位置
は、他の位置と識別可能に表示される、測定結果出力プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体組成計、測定結果出力方法および測定結果出力プログラムに関し、特に、
生体電気インピーダンス法によって全身の体組成および部位別の体組成を算出することの
できる体組成計、測定結果出力方法および測定結果出力プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の体組成計としては、次のようなものがある。
　たとえば、特許文献１には、下肢脂肪量に対する体幹部脂肪量の比率と年齢との相関か
らプロポーション年齢を決定すること、下肢筋肉量に対する上半身の重量の比率と年齢と
の相関から体力年齢を決定すること、また、決定されたこれらのデータに基づいて、ユー
ザの体格体力を判定することが記載されている。
【０００３】
　特許文献２には、体格指数と体組成指標とから体型を判定することが記載されている。
　特許文献３には、筋肉量／身長ｎから筋肉量のレベルを判定し、体格年齢レベルを算出
することが記載されている。
【０００４】
　特許文献４には、部位ごとの筋肉率と脂肪率の比の変動度合いを表示することが記載さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４１０１５８９号公報
【特許文献２】特開２００５－１１０９６２公報
【特許文献３】特開２００４－３４４５１８公報
【特許文献４】特開２００５－２６１４８８公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述のように、従来の体組成計では、体組成を算出および表示するだけでなく、体組成
から様々な指標を算出および表示することが開示されている。
【０００７】
　しかし、特許文献２，３のような体組成計では、データベースの被験者群と比較して、
身体の平均的な体型や体格年齢レベルが算出および表示されている。したがって、ユーザ
は、表示された情報により、自分のポジションを理解することができる。
【０００８】
　これに対し、特許文献１や特許文献４では、指標の算出に、ユーザ自身の２つの異なる
部位における体組成値の比率や、ユーザ自身の２つの異なる種類の体組成値の比率を用い
ることが記載されている。
【０００９】
　しかし、これらの指標では、ユーザ自身の脂肪や筋肉といった体組成の、部位毎の付き
方に偏りがあるかどうかはわからないという欠点がある。
【００１０】
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　本発明は、上記のような問題を解決するためになされたものであって、その目的は、部
位毎の体組成の付き方に偏りがあるかどうかをユーザに提示することのできる体組成計、
測定結果出力方法および出力結果出力プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この発明のある局面に従う体組成計は、ユーザの身体の表面に接触させるための複数の
電極と、電極を用いてユーザの全身の体組成値および部位別の体組成値を算出するための
第１の算出手段と、全身の体組成値に対する部位別の体組成値の比を表わす部位別比率を
算出するための第２の算出手段と、算出された部位別比率に関する比率情報の出力処理を
行なうための出力処理手段と、出力処理に応じて、比率情報を出力するための出力手段と
を備える。
【００１２】
　好ましくは、出力処理手段は、比率情報と関連付けて、全身の体組成値に関する全身情
報をさらに出力する。
【００１３】
　好ましくは、全身情報は、全身の体組成値、および、ユーザの性別を含む身体属性にお
ける全身の体組成値の評価指標のうち、少なくともいずれか一方を含む。
【００１４】
　好ましくは、比率情報は、部位別比率、および、部位別比率に関する評価指標のうち、
少なくともいずれか一方を含む。
【００１５】
　好ましくは、測定者の身体属性ごとに、部位別比率の高さを表わす各高低レベルと、部
位別比率との関係を特定するための特定情報を予め記憶するための記憶手段と、特定情報
と、ユーザの身体属性と、算出された部位別比率とに基づいて、算出された部位別比率に
対応する高低レベルを算出するための評価手段とをさらに備え、出力処理手段は、評価指
標として、算出された高低レベルを出力する。
【００１６】
　好ましくは、特定情報は、全ての年齢属性を対象とした高低レベルを記憶した第１のテ
ーブルと、年齢属性ごとの高低レベルを記憶した第２のテーブルとのうち少なくともいず
れか一方を含む。
【００１７】
　好ましくは、部位は、腕部、体幹部および脚部を含み、出力手段は、表示手段であり、
出力処理手段は、表示手段に、人体を模式的に表わした人体マークを表示し、かつ、腕部
、体幹部および脚部のうち、高低レベルが平均よりも高い部分または低い部分に対応する
、人体マークにおける位置を、他の位置と識別可能に表示する制御を行なう。
【００１８】
　好ましくは、記憶手段は、さらに、年齢属性ごとの部位別比率の分布を表わす分布テー
ブルを予め記憶し、評価手段は、分布テーブルと、算出された部位別比率とに基づいて、
算出された部位別比率がどの年齢属性に相当するかを示す年齢指標を算出し、出力処理手
段は、評価指標として、さらに、算出された年齢指標を出力する。
【００１９】
　あるいは、年齢属性ごとの部位別比率の分布を表わす分布テーブルを予め記憶するため
の記憶手段と、分布テーブルと、算出された部位別比率とに基づいて、算出された部位別
比率がどの年齢属性に相当するかを示す年齢指標を算出するための評価手段とをさらに備
え、出力処理手段は、評価指標として、算出された年齢指標を出力することが好ましい。
【００２０】
　好ましくは、算出された部位別比率の情報をサーバに送信するための通信手段をさらに
備え、通信手段は、さらに、サーバより、ユーザの体組成の付き方のバランスと近い人物
についての情報を受信し、出力処理手段は、受信した情報をさらに出力する。
【００２１】
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　この発明の他の局面に従う測定結果出力方法は、記憶部と出力部とを備えた情報処理装
置において実行される、体組成の測定結果を出力するための方法であって、記憶部に記憶
された全身の体組成値に対する、記憶部に記憶された部位別の体組成値の比を表わす、部
位別比率を算出するステップと、算出された部位別比率に関する比率情報を出力部に出力
するステップとを備える。
【００２２】
　この発明のさらに他の局面に従う測定結果出力プログラムは、体組成の測定結果を出力
するためのプログラムであって、全身の体組成値に対する部位別の体組成値の比を表わす
部位別比率を算出するステップと、算出された部位別比率に関する比率情報を出力するス
テップとをコンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によると、全身の体組成値に対する部位別の体組成値の比が算出され、算出され
た値に関する比率情報が出力される。したがって、ユーザは、部位ごとの体組成の付き方
に偏りがあるかどうかを把握することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施の形態における体組成計の外観の一例を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態における体組成計の構成例を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態における体組成計の操作部に含まれる複数のボタンの具体例
を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態における体組成計のメモリの構造例を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態における測定結果記憶領域のデータ構造の一例を示す図であ
る。
【図６】本発明の実施の形態において、部位別比率の評価に用いられるテーブル（部位評
価テーブル）のデータ構造例を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態において、年齢指標の算出に用いられる分布テーブルのデー
タ構造例を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態における体組成計の制御部が実行する体組成測定処理を示す
フローチャートである。
【図９】バランス年齢の算出方法の一例を説明するための図である。
【図１０】本発明の実施の形態において、体脂肪率の測定結果として表示される画面の一
例を示す図である。
【図１１】本発明の実施の形態において、体脂肪率の測定結果として表示される画面の他
の例を示す図である。
【図１２】本発明の実施の形態において、体脂肪率の測定結果として表示される画面のさ
らに他の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一また
は相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００２６】
　＜外観および構成について＞
　（外観例）
　図１は、本発明の実施の形態における体組成計１００の外観の一例を示す図である。
【００２７】
　図１を参照して、体組成計１００は、ユーザが両手で把持可能な上肢ユニット１と、ユ
ーザの両足を載置可能な下肢ユニット２と、上肢ユニット１および下肢ユニット２を電気
的に接続するためのケーブル３とを備える。
【００２８】
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　上肢ユニット１は、本体部１０ａと本体部１０ａの左右にそれぞれ設けられたグリップ
１０ｂ，１０ｃとを含む。本体部１０ａには、測定結果や各種情報を表示するための表示
部１５、および、ユーザにより操作されて、ユーザからの指示や各種情報の入力を受付け
るための操作部１６が設けられる。グリップ１０ｂ，１０ｃには、複数の電極Ｅ１１，Ｅ
１２，Ｅ１３，Ｅ１４が設けられる。グリップ１０ｂ，１０ｃは、ユーザが両手で把持可
能に構成されている。
【００２９】
　左手用のグリップ１０ｂには、電極Ｅ１１，Ｅ１３が、右手用のグリップ１０ｃには、
電極Ｅ１２，Ｅ１４が設けられている。左手用のグリップ１０ｂには、左手の親指側に電
流印加用の電極１１が設けられ、左手の小指側に電圧測定用の電極１３が設けられる。同
様に、右手用のグリッ１０ｃには、右手の親指側に電流印加用の電極１２が設けられ、右
手の小指側に電圧測定用の電極１４が設けられる。
【００３０】
　なお、ここでは、上肢ユニット１がハンドル状に構成されたグリップ１０ｂ，１０ｃを
含むものとして説明するが、このような形態に限定されるものではない。ユーザが上肢ユ
ニット１を両手で把持可能であって、かつ、両手で把持される部分に電極Ｅ１１～Ｅ１４
が配置されていればよい。つまり、ユーザの左手に電極Ｅ１１，Ｅ１３が、右手に電極Ｅ
１２，Ｅ１４がそれぞれ接触されればよい。
【００３１】
　下肢ユニット２の上面（ユーザが両足を載置するための面）には、複数の電極Ｅ２１，
Ｅ２２，Ｅ２３，Ｅ２４が設けられる。これらの電極のうち、下肢ユニット２の前方側（
測定姿勢においてユーザのつま先側）にそれぞれ設けられた電極Ｅ２１，Ｅ２２は電流印
加用電極であり、下肢ユニット２の後方側（測定姿勢においてユーザの踵側）にそれぞれ
設けられた電極Ｅ２３，Ｅ２４は電圧検知用電極である。また、下肢ユニット２は、上肢
ユニット１を収納するための収納部２０を含む。
【００３２】
　以下の説明において、電極Ｅ１１～Ｅ１４を総称して「手用電極Ｅ１０」、電極Ｅ２１
～Ｅ２４を総称して「足用電極Ｅ２０」という。
【００３３】
　（ハードウェア構成）
　図２は、本発明の実施の形態における体組成計１００の構成例を示すブロック図である
。
【００３４】
　上肢ユニット１は、上記した手用電極Ｅ１０、表示部１５および操作部１６に加え、手
用電極Ｅ１０および足用電極Ｅ２０の双方により、ユーザの手足間に電流を印加して少な
くとも手足間（全身）の電位差を検出するための検出部１１と、体組成計１００全体の制
御をするための制御部１２と、日時を計測するためのタイマ１３と、各種データおよびプ
ログラムを記憶するためのメモリ１４と、制御部１２に電源を供給するための電源部１７
と、パーソナルコンピュータなどの外部端末（図示せず）との間でデータやプログラムの
送受信を行なうための通信部１８とをさらに含む。
【００３５】
　下肢ユニット２は、上記した足用電極Ｅ２０に加え、ユーザの体重を測定するための荷
重センサ２２をさらに含むことが望ましい。
【００３６】
　メモリ１４は、たとえば、フラッシュメモリなどの不揮発性メモリにより構成される。
メモリ１４の構造例については、後に詳述する。
【００３７】
　表示部１５は、たとえばＬＣＤ（Liquid Crystal Display）により構成される。
　操作部１６は、たとえば、複数のボタンを含む。
【００３８】
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　図３は、操作部１６に含まれる複数のボタンの具体例を示す図である。図３を参照して
、操作部１６は、電源のＯＮ／ＯＦＦを指示するための電源ボタン１６Ａ、過去の測定情
報の表示を指示するためのメモリボタン１６Ｂ、測定開始を指示するための測定ボタン１
６Ｃ、表示部１５に表示中の情報の、他の情報への切替えを指示するための表示切替ボタ
ン１６Ｄ、表示部１５に表示されたカーソル（図示せず）を左右に移動させるための左右
ボタン１６Ｆ，１６Ｇを含む。なお、複数のユーザが体組成計１００を使用できるように
、操作部１６に、複数たとえば４つの個人番号ボタン１６Ｈ，１６Ｉ，１６Ｊ，１６Ｋが
含まれてもよい。本実施の形態では、このような個人番号ボタン１６Ｈ，１６Ｉ，１６Ｊ
，１６Ｋが操作部１６に含まれているものとして説明する。
【００３９】
　検出部１１は、制御部１２により制御されて電極の切替を行なう。検出部１１は、さら
に、手用電極Ｅ１０および足用電極Ｅ２０のいずれか一方により、ユーザの両手間または
両足間に電流を印加して両手間または両足間の電位差を検出することが好ましい。検出さ
れた電位差の情報は、制御部１２に出力される。検出部１１は、たとえば、手用電極Ｅ１
０および足用電極Ｅ２０の全てと接続され、制御部１２からの指示に応じて電極を切替え
るための切替スイッチ（図示せず）と、切替スイッチにより選択されている少なくとも１
対の電流用電極に定電流を流すための定電流発生部（図示せず）とを有し、電流用電極を
介して定電流がユーザに印加された状態において、切替スイッチにより選択されている少
なくとも１対の電圧用電極の電位差を検出する。
【００４０】
　制御部１２は、たとえばＣＰＵ（Central Processing Unit）により構成される。
　（機能構成）
　図２には、制御部１２の機能構成についても示されている。制御部１２は、その機能と
して、体組成算出部１２１と、比率算出部１２２と、評価処理部１２３と、表示制御部１
２４とを含む。
【００４１】
　体組成算出部１２１は、ユーザの全身および部位別の体組成を算出する。なお、「体組
成」とは、身体を組成する成分（身体を構成する組織）の割合もしくは量を表わす。本実
施の形態においては、特に、体組成は、全身および部位別の両方について測定可能な指標
、すなわち、体脂肪率、筋肉率、除脂肪量、体脂肪量、筋肉量のうちの少なくともいずれ
かを含む。
【００４２】
　以下、体組成算出部１２１は、体組成として体脂肪率および筋肉率を算出するものとし
て説明する。
【００４３】
　体組成算出部１２１は、まず、検出部１１により検出された手足間、両手間および両足
間の電位差それぞれに基づき、全身インピーダンス、両手間インピーダンスおよび両足間
インピーダンスを計測する。そして、計測されたこれらのインピーダンスに基づき、ユー
ザの全身および部位別の体組成を算出する。
【００４４】
　各インピーダンスは、具体的には次のようにして計測される。全身インピーダンスを計
測する場合、体組成算出部１２１は、電極Ｅ１１，Ｅ１２から電極Ｅ２１，Ｅ２２に電流
を流し、被験者の全身に電流が印加された状態において、電極Ｅ１３，Ｅ１４と電極Ｅ２
３，Ｅ２４との間の電位差を検出する制御を行なう。このようにして検出された全身電位
差に基づき、全身インピーダンスが算出（計測）される。なお、全身インピーダンスを計
測する場合、電極Ｅ１１と電極Ｅ１２、電極Ｅ２１と電極Ｅ２２、電極Ｅ１３と電極Ｅ１
４、および、電極Ｅ２３と電極Ｅ２４は、それぞれ短絡させることが好ましい。両手間イ
ンピーダンスを計測する場合、体組成算出部１２１は、電極Ｅ１１と電極Ｅ１２との間に
電流を流し、被験者の両手間に電流が印加された状態において、電極Ｅ１３と電極Ｅ１４
との間の電位差を検出する制御を行なう。両足間インピーダンスを計測する場合、体組成
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算出部１２１は、電極Ｅ２１と電極Ｅ２２との間に電流を流し、被験者の両足間に電流が
印加された状態において、電極Ｅ２３と電極Ｅ２４との間の電位差を検出する制御を行な
う。
【００４５】
　本実施の形態において、体組成算出部１２１は、全身インピーダンス、両手間インピー
ダンスおよび両足間インピーダンスに基づき、全身および部位（たとえば、腕部、体幹部
、脚部）ごとの体脂肪率と、全身および部位ごとの筋肉率とを算出する。
【００４６】
　全身の体脂肪率（％ＦＡＴ）の計算式は、たとえば、次式（１），（２）で表わされる
。
【００４７】
　　　％ＦＡＴ＝（Ｗ－ＦＦＭ）／Ｗ・１００　　　…（１）
　　　ＦＦＭ　＝ａ・Ｈ２／Ｚｗ＋ｂ・Ｗ＋ｃ・Ａｇ＋ｄ　　　…（２）
　（ただし、ＦＦＭ：除脂肪量、Ｗ：体重、Ｈ：身長、Ｚｗ：全身インピーダンス、Ａｇ
：年齢、ａ～ｄ：定数）
　定数ａ～ｄは、たとえばＤＥＸＡ（Dual Energy X-ray Absorptiometry）などで測定さ
れたリファレンスとの相関により予め定められるものとする。また、これらの定数ａ～ｄ
は、性別ごとに異なってもよい。
【００４８】
　部位ごとの体脂肪率は、たとえば、計測された両手間インピーダンスおよび両足間イン
ピーダンスとユーザの身体情報とから、予めＤＥＸＡなどで測定されたリファレンスとの
相関に基づき計算される。
【００４９】
　また、全身および部位ごとの筋肉率についても、体脂肪率の場合と同様に、公知の手法
により算出することができる。
【００５０】
　比率算出部１２２は、体組成算出部１２１による算出結果に基づいて、全身の体組成値
に対する部位別の体組成値の比率すなわち、部位別比率を算出する。体脂肪率についての
部位別比率は、部位別の体脂肪率を全身の体脂肪率で除算することにより得られる。筋肉
率についての部位別比率は、部位別の筋肉率を全身の筋肉率で除算することにより得られ
る。
【００５１】
　評価処理部１２３は、ユーザの身体属性と、全身の体組成値とに基づいて、ユーザの全
身の体組成の評価指標（以下「全身評価指標」という）を算出する。本実施の形態におい
て、「身体属性」とは、少なくとも性別を含み、性別の他、年齢指標を含んでもよい。ま
た、「年齢指標」とは、年齢および年齢属性のうちのいずれか一方を表わす。
【００５２】
　全身評価指標としては、たとえば、ユーザの全身の体組成値が、ユーザの身体属性にお
ける標準値と比較して、低い（少ない）か、高い（多い）か、標準かなど、複数のレベル
が用いられる。本実施の形態では、後述の全身評価テーブル１４０１（図４）を用いてこ
のような高低レベルの算出（判定）が行なわれる。なお、このようなレベルによる評価判
定は従来から行なわれている手法により実現できる。したがって、全身評価指標（高低レ
ベル）の算出についての詳細な説明は行なわない。
【００５３】
　評価処理部１２３は、さらに、ユーザの身体属性と、部位別比率とに基づいて、部位別
比率に関する評価（以下「部位評価指標」という）を算出する。
【００５４】
　本実施の形態では、評価処理部１２３は、上記全身評価指標と同様に、部位評価指標と
して、複数のレベルによる判定を行なう。つまり、ユーザの部位別比率が、ユーザの身体
属性における標準値と比較して、低い（少ない）か、高い（多い）か、標準かなどの判定
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を行なう。評価処理部１２３は、後述する部位評価テーブル１４０２（図４）を用いて、
部位別比率の高低レベルを算出する。
【００５５】
　評価処理部１２３は、さらに、部位評価指標として、ユーザの部位別比率が、どの年齢
属性の標準値に相当するかを示す年齢指標を算出する。部位別比率は、全身の体組成値に
対する部位別の体組成値の比率であり、脂肪や筋肉の付き方のバランスを表わしているこ
とから、本実施の形態において、年齢指標を「バランス年齢」という。バランス年齢の算
出には、後述する分布テーブル１４０３（図４）が用いられる。
【００５６】
　部位別比率についての高低レベルやバランス年齢についての具体的な算出方法について
は、後に詳述する。
【００５７】
　なお、高低レベルおよびバランス年齢のうちいずれか一方のみが算出されてもよい。
　表示制御部１２４は、比率算出部１２２により算出された部位別比率、および、評価処
理部１２３により算出された部位別比率についての部位評価指標（高低レベル，バランス
年齢）を表示部１５に表示する制御を行なう。なお、部位別比率と部位評価指標とのうち
いずれか一方のみが表示されてもよい。
【００５８】
　表示制御部１２４は、さらに、体組成算出部１２１により算出された全身の体組成値、
および、評価処理部１２３により算出された全身評価指標（高低レベル）を表示部１５に
表示してもよい。この場合も、全身の体組成値と全身評価指標とのうちいずれか一方のみ
が表示されてもよい。
【００５９】
　本実施の形態では、表示により部位別比率に関する情報などが出力されることとして説
明するが、このような例に限定されない。たとえば、プリンタ（図示せず）による印刷処
理によりこのような情報が出力されてもよい。あるいは、このような情報が、着脱可能な
記録媒体（図示せず）に出力（記録）されてもよいし、通信部１８を介して外部端末（図
示せず）に出力（送信）されてもよい。
【００６０】
　なお、上記各機能ブロックの動作は、メモリ１４中に格納されたソフトウェアを実行す
ることで実現されてもよいし、少なくとも１つについては、ハードウェアで実現されても
よい。
【００６１】
　（メモリの構造例）
　次に、メモリ１４の構造例について詳細に説明する。
【００６２】
　図４は、メモリ１４の構造例を示す図である。図４を参照して、メモリ１４には、テー
ブル記憶領域１４０、個人番号１に対応するユーザに関する情報を記憶するための領域１
４１、個人番号２に対応するユーザに関する情報を記憶するための領域１４２、個人番号
３に対応するユーザに関する情報を記憶するための領域１４３、および、個人番号４に対
応するユーザに関する情報を記憶するための領域１４４が含まれる。
【００６３】
　領域１４１は、個人番号１に対応するユーザの身体情報を記憶するための身体情報記憶
領域４１、および、個人番号１に対応するユーザの測定結果を記憶するための測定結果記
憶領域４２を含む。他の個人番号に対応する領域１４２～１４４についても、領域１４１
と同様の記憶領域を含んでいるものとする。
【００６４】
　「身体情報」とは、体組成算出のために必要な情報であり、たとえば、年齢、性別、身
長および体重を含む。なお、本実施の形態における体組成計１００は、荷重センサ２２を
備えるため、身体情報記憶領域４１には、身体情報のうち、ユーザからの入力に基づく、
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年齢データ、性別データおよび身長データが記憶される。
【００６５】
　測定結果記憶領域４２のデータ構造の一例を図５に示す。後に詳述する体組成測定処理
が実行されると、ユーザが指定する個人番号に対応した測定結果記憶領域４２に、測定結
果がレコードＲ単位で記憶される。レコードＲ（Ｒ１，Ｒ２，…，Ｒｎ）には、体組成測
定の際（たとえば電位差検出の際）の日時データＤＴ、身体情報としての体重値データＷ
、全身の体脂肪率データＦｗ、腕部の体脂肪率データＦａ、体幹部の体脂肪率データＦｔ
、脚部の体脂肪率データＦｆ、全身の筋肉率データＭｗ、腕部の筋肉率データＭａ、体幹
部の筋肉率データＭｔ、および、脚部の筋肉率データＭｆが含まれる。なお、これらのデ
ータは、測定毎に対応付けされて各領域に格納されればよく、レコードＲを用いた格納形
式に限定されるものではない。
【００６６】
　上述のように、本実施の形態では、個人番号ごとに各記憶領域を予め設けておくことと
した。しかしながら、ユーザの身体情報、測定結果および基準値の情報が、個人番号と関
連付けられて記憶されればよく、個人番号ごとの記憶領域を設けない構成であってもよい
。
【００６７】
　テーブル記憶領域１４０は、全身評価テーブル１４０１と、部位評価テーブル１４０２
と、分布テーブル１４０３とを含む。
【００６８】
　全身評価テーブル１４０１は、上記した全身評価指標の算出（判定）に用いられる。全
身評価テーブル１４０１は、各体組成について、性別ごとに、たとえば、多い、やや多い
、普通、少ないの４つのレベルと対応付けて、体組成値の範囲が定められている。
【００６９】
　部位評価テーブル１４０２は、身体属性ごとに、部位別比率の高低レベルと、部位別比
率との関係を規定しており、上記した部位評価指標の一つである高低レベルの算出（判定
）に用いられる。部位評価テーブル１４０２は、全ての年齢属性を対象とした高低レベル
を記憶したものであってもよいし、年齢属性ごとの高低レベルを記憶したものであっても
よい。つまり、高低レベルの規定に用いる身体属性は、性別のみであってもよいし、性別
および年齢属性（年代）であってもよい。本実施の形態では、後者であるものとする。な
お、両種のテーブルが記憶されていて、全ての年齢属性を対象とした高低レベルと、ユー
ザの年齢属性に応じた高低レベルとの両方が算出されてもよい。
【００７０】
　図６は、部位評価テーブル１４０２のデータ構造例を示す図である。図６を参照して、
部位評価テーブル１４０２は、体組成を示す項目６１と、部位を示す項目６２と、身体属
性を示す項目６３と、高低レベルの項目６４とを含む。
【００７１】
　項目６１の列には、体組成の種類を示す情報として、体脂肪率および筋肉率が格納され
る。
【００７２】
　項目６２の列には、全身の体組成値による除算対象の部位を特定するための情報として
、腕部（両腕／全身）、体幹部（体幹／全身）および脚部（両脚／全身）が格納される。
これらの情報は、体組成の種類ごとに対応付けられる。
【００７３】
　項目６３の列には、身体属性を特定するための情報として、男性２０代、女性２０代、
男性３０代、女性３０代、…などが格納される。これらの情報は、全身の体組成値による
除算対象の部位ごとに格納される。
【００７４】
　項目６４の行には、たとえば４つのレベルすなわち、低い、標準、やや高いおよび高い
が格納される。項目６４の列には、レベルごとに、対応する体組成値の範囲を示すデータ
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が格納される。対応する体組成値の範囲を示すデータは、身体属性ごとに格納される。
【００７５】
　なお、各レベルに対応する身体属性ごとの体組成値の範囲は、予め行なった臨床実験の
結果などに基づいて定められているものとする。
【００７６】
　分布テーブル１４０３は、年代（年齢属性）ごとの部位別比率の分布を示すデータを格
納している。たとえば、体脂肪率の“体幹部／全身”の比は、年代ごとに、図７に示すよ
うな分布をとる。
【００７７】
　図７は、縦軸に度数分布、横軸に「体脂肪率の体幹部／全身の比」をとった、年代別の
度数分布を示すグラフである。なお、図７のグラフは、男性を対象とした度数分布である
とする。
【００７８】
　一般に、加齢とともに、全身の体脂肪率に比べて体幹部の体脂肪率が高くなっていく傾
向にある。したがって、図７に示されるように、体脂肪率の体幹部／全身の比は、加齢と
ともに大きくなる。
【００７９】
　他の部位の比率すなわち、腕部／全身の比、および、脚部／全身の比についても、年代
ごとの度数分布の情報が格納されている。年代ごとの度数分布は、予め行なった臨床実験
の結果などに基づいているものとする。
【００８０】
　なお、本実施の形態では、上記のようなテーブル１４０１～１４０３を用いて、各種の
評価処理を行なうこととしたが、限定的ではなく、たとえば、所定の計算式を用いて、各
種の評価処理が行なわれてもよい。
【００８１】
　＜動作について＞
　図８は、本発明の実施の形態における体組成計１００の制御部１２が実行する体組成測
定処理を示すフローチャートである。なお、図８のフローチャートに示す処理は、予めプ
ログラムとしてメモリ１４に格納されており、制御部１２がこのプログラムを読み出して
実行することにより、体組成測定処理の機能が実現される。
【００８２】
　図８を参照して、はじめに、制御部１２は、ユーザにより個人番号が指定されたか否か
を判断する（ステップＳ２）。すなわち、ユーザによりボタン１６Ｈ～１６Ｋのうちいず
れか１つが押下されたか否かが判断される。制御部１２は、個人番号が指定されるまで待
機する（ステップＳ２でＮＯ）。個人番号が指定されたと判断した場合（ステップＳ２で
ＹＥＳ）、ステップＳ４に進む。
【００８３】
　ステップＳ４において、制御部１２は、測定ボタン１６Ｃが押下されたか否かを判断す
る。測定ボタン１６Ｃが押下されるまで待機する（ステップＳ４でＮＯ）。測定ボタン１
６Ｃが押下されると（ステップＳ４でＹＥＳ）、ステップＳ６に進む。
【００８４】
　ステップＳ６において、体組成算出部１２１は、ユーザにより指定された個人番号に対
応する身体情報（身長、年齢、性別）を読み出す。たとえば、ステップＳ２において、個
人番号１に対応する個人番号スイッチ１６Ｈが押下されたと仮定する。その場合、ステッ
プＳ６において、身体情報記憶領域４１より、身長データ、年齢データおよび性別データ
が読み出される。読み出された身体情報は、内部メモリに一時記録される。
【００８５】
　次に、体組成算出部１２１は、荷重センサ２２からの信号に基づいて、体重を計測する
（ステップＳ８）。計測された体重値は、内部メモリに一時記録される。
【００８６】
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　続いて、体組成算出部１２１は、インピーダンス計測処理を実行する（ステップＳ１０
）。具体的には、検出部１１を制御して、全身インピーダンス、両手間インピーダンスお
よび両足間インピーダンスを計測する。計測された各インピーダンスの値は、内部メモリ
に一時記録される。
【００８７】
　体組成算出部１２１は、内部メモリに一時記録した各データと、上述したような所定の
計算式等とに基づいて、ユーザの体組成を算出する（ステップＳ１２）。具体的には、ユ
ーザの全身，腕部，体幹部，脚部それぞれの体脂肪率、および、全身，腕部，体幹部，脚
部それぞれの筋肉率が算出される。そして、制御部１２は、測定結果すなわち、ステップ
Ｓ１２で算出された今回の体組成の値を測定結果記憶領域４２に記憶させる（ステップＳ
１４）。
【００８８】
　続いて、評価処理部１２３は、全身の各体組成について、一般評価を算出する（ステッ
プＳ１６）。つまり、全身評価テーブル１４０１を用いて、全身の体脂肪率の高低レベル
、および、全身の筋肉率の高低レベルを判定する。
【００８９】
　さらに、各体組成ごとに、“部位／全身”の比率すなわち、部位別比率（全身の体組成
値に対する部位別体組成値の比率）を算出する（ステップＳ１８）。具体的には、腕部／
全身の比率、体幹部／全身の比率、および、脚部／全身の比率が、体脂肪率および筋肉率
それぞれについて算出される。
【００９０】
　また、評価処理部１２３は、部位ごとの高低レベルを算出する（ステップＳ２０）。具
体的には、ステップＳ１８で算出された６種の部位別比率ごとの高低レベルが算出される
。より具体的には、部位評価テーブル１４０２を検索し、格納された４つのレベルのうち
、ユーザの各部位別比率に対応するレベルを抽出する。本実施の形態では、腕部／全身の
比率の高低レベル、体幹部／全身の比率の高低レベル、および、脚部／全身の比率の高低
レベルが、体脂肪率および筋肉率それぞれについて抽出される。
【００９１】
　さらに、評価処理部１２３は、体脂肪率および筋肉率それぞれの部位別比率についての
バランス年齢を算出する（ステップＳ２２）。具体的には、分布テーブル１４０３に格納
された年代ごとの分布情報に基づいて、ユーザのバランス年齢を算出する。本実施の形態
におけるバランス年齢の算出方法の一例を、図９に示す。
【００９２】
　図９を参照して、たとえば、ユーザが２０歳代とする。ユーザ（測定者）の体脂肪率に
ついての値（たとえば体幹部／全身）が、３０歳代の平均を超えている（４０歳代の平均
未満）とする。その場合、評価処理部１２３は、ユーザの体幹部の体脂肪率は、３０歳代
に相当すると判定し、体幹部の体脂肪率のバランス年齢を３０歳代として判定する。なお
、このような方法に限定されず、たとえば、ユーザ（測定者）の体脂肪率の部位別比率が
２０歳代の平均より３０歳代の平均に近い場合に、バランス年齢は３０歳代と判定しても
よい。
【００９３】
　このような方法により、体脂肪率について、各部位のバランス年齢が算出されると、評
価処理部１２３は、体脂肪率について、部位ごとの年代の平均値を算出する。算出された
平均値が、体脂肪率についてのユーザの部位別比率の「平均バランス年齢」として決定さ
れる。
【００９４】
　筋肉率についての各バランス年齢、および、平均バランス年齢の算出方法は、体脂肪率
の場合と同様であるので、説明は繰返さない。
【００９５】
　なお、このように、バランス年齢の算出に、各年代の平均値（標準値）のみを用いる場
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合、部位評価テーブル１４０２内のデータが利用されてもよい。つまり、部位評価テーブ
ル１４０２において、項目６４のレベルが「標準」である部位別比率のたとえば平均値を
、各年代の平均値とすることができる。この場合、メモリ１４に分布テーブル１４０３が
格納されていなくてもよくなる。
【００９６】
　表示制御部１２４は、ステップＳ１２、Ｓ１６、Ｓ１８、Ｓ２０、Ｓ２２の算出結果に
応じて、測定結果表示処理を行なう（ステップＳ２４）。測定結果表示処理の詳細につい
ては後述する。
【００９７】
　以上で、本実施の形態における体組成測定処理は終了する。
　（測定結果表示処理について）
　本実施の形態では、たとえば、まず、体脂肪率についての測定結果が表示され、その後
、ユーザにより表示切替ボタン１６Ｄが押下された場合に、筋肉率についての測定結果が
表示されるものとする。あるいは、はじめに表示する体組成の種類をユーザが選択できて
もよい。その場合、はじめに表示する体組成の種類が体脂肪率と筋肉率とのいずれである
かを識別するための情報が、メモリ１４に記憶されているものとする。
【００９８】
　図１０は、本発明の実施の形態において、体脂肪率の測定結果として表示される画面の
一例を示す図である。
【００９９】
　ステップＳ２４において、表示部１５には、図１０に示すような画面ＳＣ１０が表示さ
れる。画面ＳＣ１０には、全身の体脂肪率８１、全身の体脂肪率の高低レベル８２、ユー
ザのバランス年齢８３が表示される。全身の体脂肪率８１は、ステップＳ１２で算出され
た値を示す。全身の体脂肪率の高低レベル８２は、ステップＳ１６で算出されたレベルを
示す。バランス年齢８３は、ステップＳ２２で算出された平均バランス年齢を示す。
【０１００】
　画面ＳＣ１０には、さらに、部位ごとに、体脂肪率の部位別比率、および、高低レベル
の算出結果が表示される。具体的には、腕部の部位別比率８４、腕部の高低レベル８５、
体幹部の部位別比率８６、体幹部の高低レベル８７、脚部の部位別比率８８、脚部の高低
レベル８９が表示される。腕部の部位別比率８４、体幹部の部位別比率８６および脚部の
部位別比率８８は、ステップＳ１８で算出された値を示す。腕部の高低レベル８５、体幹
部の高低レベル８７および脚部の高低レベル８９は、ステップＳ２０で算出された部位ご
との高低レベルを示す。
【０１０１】
　このように、部位ごとに、体脂肪率の部位別比率、および、高低レベルの算出結果が表
示されるため、ユーザは、自分自身の、全身の体脂肪率に対する各部位の体脂肪率の占め
る割合が、ユーザの身体属性の他人と比較して高いのか低いのかを認識することができる
。その結果、ユーザは、どの部位の体脂肪率を減らす努力をするべきかを具体的に把握す
ることができる。
【０１０２】
　また、このような部位ごとの高低レベルとともに、全身の体脂肪率についての情報（体
脂肪率，高低レベル）が関連付けられて表示される。したがって、ユーザの全身の体脂肪
率が、ユーザの身体属性における平均的な値であったとしても、部位ごとの脂肪の付き方
の偏り具合が分かるので、的を絞った運動を行なうことができる。また、ユーザの全身の
体脂肪率が、ユーザの身体属性における標準値よりも高かったとしても、部位ごとの脂肪
の付き方に偏りがなければ（バランスがよければ）、全身運動をしなければならないこと
が分かる。
【０１０３】
　なお、本実施の形態では、部位ごとの比率の高低レベルを文字で表示した。しかしなが
ら、従来行なわれているような、複数段階（たとえば１２段階）のバーにより、部位ごと
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の比率の高低レベルが表示されてもよい。
【０１０４】
　画面ＳＣ１０には、さらに、人体を模式的に示した人体マーク９０が表示される。人体
マーク９０は、腕部９１、体幹部９２、および脚部９３を含んでいる。なお、腕部、体幹
部および脚部が特定できれば、表示されるマーク（図形）は、人体マーク９０のような形
状に限定されない。
【０１０５】
　表示制御部１２４は、人体マーク９０の腕部９１、体幹部９２、および脚部９３のうち
、部位別比率の高低レベルが平均よりも高い部位（位置）を点滅表示させる。これにより
、ユーザの身体属性においてどの部位の体脂肪率の比率が高めであるかを、ユーザ（測定
者）は直感的に把握することができる。
【０１０６】
　なお、本実施の形態では、部位別比率の高低レベルが平均よりも高い部位を点滅するこ
ととしたが、当該部位が、他の部位（高低レベルが平均以下の部位）と識別可能に表示で
きれば、このような表示形態に限定されない。
【０１０７】
　画面ＳＣ１０のような画面を表示している際に、たとえばユーザが表示切替ボタン１６
Ｄを押下すると、表示制御部１２４は、図１１に示す画面ＳＣ２０のように、部位ごとの
バランス年齢を表示してもよい。
【０１０８】
　図１１を参照して、画面ＳＣ２０には、画面ＳＣ１０にて表示されていた部位ごとの高
低レベル８５，８７，８９に代えて、部位ごとのバランス年齢（年代）８５Ａ，８７Ａ，
８９Ａが表示されている。なお、この場合も、部位ごとのバランス年齢は文字で表示した
が、年代単位の複数段階のバーにより表示されてもよい。
【０１０９】
　また、画面ＳＣ２０では、画面ＳＣ１０における全身の体脂肪率の高低レベル８２、お
よび、平均バランス年齢８３は表示されていないが、画面ＳＣ２０においても、これらの
情報が表示されていてもよい。
【０１１０】
　また、本実施の形態では、画面ＳＣ１０，ＳＣ２０のいずれにおいても、部位別比率に
関する情報として、部位ごとの比率と、部位別評価指標（高低レベル，バランス年齢）と
の両方が表示されることとしたが、いずれか一方のみが表示されてもよい。
【０１１１】
　図１２の画面ＳＣ３０には、部位別比率に関する情報として、部位ごとの高低レベル８
５，８７，８９のみが表示された例が示されている。
【０１１２】
　表示制御部１２４は、さらに、ユーザからの表示切替の指示に応じて、筋肉率について
の測定結果を表示する。筋肉率についても、体脂肪率の場合と同様の表示が行われる。し
たがって、ここでの詳細な説明は繰返さない。なお、筋肉率の場合、人体マーク９０にて
点滅させる部位は、部位別比率の高低レベルが平均よりも低い部位であってもよい。
【０１１３】
　あるいは、本実施の形態では、体組成の種類に応じて、点滅表示の対象となる高低レベ
ルは予め定められているものとしたが、点滅表示の対象となる高低レベルをユーザが選択
（指定）できてもよい。その場合、たとえば、体組成の種類ごとに、点滅表示の対象とな
る高低レベルの情報が、メモリ１４に格納されていればよい。
【０１１４】
　もしくは、ユーザに複数の目標（たとえば、ダイエット、筋肉増強など）を提示し、そ
れらの中から１つの目標が選択されると、その目標に応じて、点滅対象のレベルを変えて
もよい。たとえば、目標がダイエットであれば、体脂肪率が平均より高い部位を点滅表示
し、目標が筋肉増強であれば、体脂肪率が平均より低い部位を点滅表示するようにしても
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よい。目標の提示および選択は、本体組成測定処理とは独立して行なわれてよい。また、
目標の選択がされなければ、ユーザの身体属性（性別、年齢属性）に応じて、点滅対象の
レベルを変えてもよい。
【０１１５】
　上述のように、本発明の実施の形態によると、全身の体組成値に対する部位別の体組成
値の比率に関する情報が表示（出力）される。したがって、ユーザは、部位ごとの脂肪や
筋肉の偏り具合を把握することができる。したがって、ユーザは、自身の目標（たとえば
、ダイエット、筋力増強）などに応じて、適切な運動等を行なうことができる。
【０１１６】
　また、本実施の形態では、ユーザの年齢属性での高低レベルや年齢指標が算出されるた
め、より的確に、自分自身の脂肪や筋肉の付き方のバランスが、自分の年代の標準値と比
べて低いか高いかなどを容易に把握することができる。
【０１１７】
　なお、本実施の形態では、体脂肪率と筋肉率との両方の測定結果を表示することとした
。しかし、ユーザの目標や身体属性に応じて、表示する体組成の種類を定めてもよい。ま
たは、ユーザの目標や身体属性に応じて、表示順序を決定してもよい。たとえば、女性で
あれば、体脂肪率の表示を優先し、年配（たとえば５０代以上）であれば、筋肉率の表示
を優先してよい。また、筋肉増強を目的とするユーザには、部位ごとの体脂肪率／筋肉率
の表示を優先してもよい。なお、部位ごとの体脂肪率／筋肉率は、部位ごとに、体脂肪率
の部位別比率を筋肉率の部位別比率で除算することにより得られる。
【０１１８】
　また、本実施の形態では、体脂肪率および筋肉率についての例を示したが、体脂肪量や
筋肉量により、より直接的に脂肪や筋肉の偏り具合を判定および表示してもよい。
【０１１９】
　＜変形例１＞
　上記実施の形態では、部位別比率に関する情報が表示されることで、ユーザは、どの部
位を重点的に鍛えなければならないかなどを認識することができた。
【０１２０】
　これに加え、ユーザからの指示があれば、さらに、ユーザの部位ごとの脂肪あるいは筋
肉のバランスが、どの人物（有名人）のものに近いかといった情報をさらに提示してもよ
い。
【０１２１】
　その場合、通信部１８は、図８のステップＳ１８で算出された部位別比率の情報を送信
し、かつ、サーバより、ユーザの体組成の付き方のバランスと近い人物についての情報を
受信する。サーバは、腕部、体幹部および脚部の比率の組合わせと対応付けて、１以上の
人物データを予め保持しているものとする。
【０１２２】
　表示制御部１２４は、受信した人物の情報を表示部１５に表示する。
　このような処理は、たとえば、図８のステップＳ２４の後に行なわれてよい。
【０１２３】
　＜変形例２＞
　上記実施の形態では、体組成計１００において、図８に示した体組成測定処理の全てが
実行されるものとした。しかしながら、図８に示した処理のうち、測定結果の出力（表示
）に関する処理（たとえば、ステップＳ１６～Ｓ２４までの処理）は、他の図示しないコ
ンピュータにおいて実行されてもよい。したがって、本発明の実施の形態の体組成計１０
０が行なう、測定結果出力方法を、プログラムとして提供することもできる。このような
プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc-ROM）などの光学媒体や、メモリカードなど
のコンピュータ読取り可能な記録媒体にて記録させて、プログラム製品として提供するこ
ともできる。また、ネットワークを介したダウンロードによって、プログラムを提供する
こともできる。
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【０１２４】
　なお、本発明にかかるプログラムは、コンピュータのオペレーティングシステム（ＯＳ
）の一部として提供されるプログラムモジュールのうち、必要なモジュールを所定の配列
で所定のタイミングで呼出して処理を実行させるものであってもよい。その場合、プログ
ラム自体には上記モジュールが含まれずＯＳと協働して処理が実行される。このようなモ
ジュールを含まないプログラムも、本発明にかかるプログラムに含まれ得る。
【０１２５】
　また、本発明にかかるプログラムは他のプログラムの一部に組込まれて提供されるもの
であってもよい。その場合にも、プログラム自体には上記他のプログラムに含まれるモジ
ュールが含まれず、他のプログラムと協働して処理が実行される。このような他のプログ
ラムに組込まれたプログラムも、本発明にかかるプログラムに含まれ得る。
【０１２６】
　提供されるプログラム製品は、ハードディスクなどのプログラム格納部にインストール
されて実行される。なお、プログラム製品は、プログラム自体と、プログラムが記憶され
た記憶媒体とを含む。
【０１２７】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【０１２８】
　１　上肢ユニット、２　下肢ユニット、３　ケーブル、１０ａ　本体部、１０ｂ，１０
ｃ　グリップ、１１　検出部、１２　制御部、１３　タイマ、１４　メモリ、１５　表示
部、１６　操作部、１６Ａ　電源ボタン、１６Ｂ　メモリボタン、１６Ｃ　測定ボタン、
１６Ｄ　表示切替ボタン、１６Ｆ　左ボタン、１６Ｇ　右ボタン、１６Ｈ，１６Ｉ，１６
Ｊ，１６Ｋ　個人番号ボタン、１７　電源部、１８　通信部、２０　収納部、２２　荷重
センサ、４１　身体情報記憶領域、４２　測定結果記憶領域、４３　基準値記憶領域、４
４　体脂肪率用テーブル、４５　筋肉率用テーブル、１００　体組成計、１２１　体組成
算出部、１２２　比率算出部、１２３　評価処理部、１２４　表示制御部、Ｅ１０　手用
電極、Ｅ２０　足用電極、Ｅ１１，Ｅ１２，Ｅ１３，Ｅ１４，Ｅ２１，Ｅ２２，Ｅ２３，
Ｅ２４　電極、１４０１　全身評価テーブル、１４０２　部位評価テーブル、１４０３　
分布テーブル。
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